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平成２７年第１回砂川市議会定例会

平成２７年３月１１日（水曜日）第３号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 議案第１３号 砂川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の制定について

議案第１４号 砂川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る

基準を定める条例の制定について

議案第２３号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

等の基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２１号 砂川市介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第１６号 砂川市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の制

定について

議案第１７号 砂川市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市立保育所条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

議案第２５号 砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）助成条例等の一部

を改正する条例の制定について

議案第２６号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について

議案第２７号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２８号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２９号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３０号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第３１号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ
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いて

議案第３２号 砂川市公民館の指定管理者の指定について

議案第３３号 砂川市体育施設の指定管理者の指定について

議案第３４号 市道路線の変更及び認定について

議案第 ７号 平成２７年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１２号 平成２７年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 議案第１３号 砂川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の制定について

議案第１４号 砂川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る

基準を定める条例の制定について

議案第２３号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 砂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

等の基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２１号 砂川市介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第１６号 砂川市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の制

定について

議案第１７号 砂川市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市立保育所条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

議案第２５号 砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）助成条例等の一部

を改正する条例の制定について

議案第２６号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について
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議案第２７号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２８号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第２９号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３０号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第３１号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて

議案第３２号 砂川市公民館の指定管理者の指定について

議案第３３号 砂川市体育施設の指定管理者の指定について

議案第３４号 市道路線の変更及び認定について

議案第 ７号 平成２７年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１２号 平成２７年度砂川市病院事業会計予算

〇出席議員（１３名）

議 長 東 英 男 君 副議長 飯 澤 明 彦 君

議 員 一ノ瀬 弘 昭 君 議 員 増 山 裕 司 君

増 井 浩 一 君 水 島 美喜子 君

多比良 和 伸 君 土 田 政 己 君

小 黒 弘 君 北 谷 文 夫 君

尾 崎 静 夫 君 沢 田 広 志 君

辻 勲 君

〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文

砂川市教育委員会委員長 中 村 吉 宏

砂 川 市 監 査 委 員 奥 山 昭
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砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 渡 邊 勝 郎

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 角 丸 誠 一

病 院 事 業 管 理 者 小 熊 豊

総 務 部 長
湯 浅 克 己

兼 会 計 管 理 者

市 民 部 長 高 橋 豊

経 済 部 長 佐 藤 進

経 済 部 審 議 監 田 伏 清 巳

建 設 部 長 古 木 信 繁

建 設 部 技 監 山 梨 政 己

病 院 事 務 局 長 氏 家 実

総 務 課 長 安 田 貢

政 策 調 整 課 長 熊 崎 一 弘

３．砂川市教育委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 長 井 上 克 也

教 育 次 長 和 泉 肇

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 局 長 中 出 利 明

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 湯 浅 克 己

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 佐 藤 進

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 河 端 一 寿

事 務 局 次 長 高 橋 伸 二

事 務 局 主 幹 佐 々 木 純 人

事 務 局 係 長 杉 村 有 美
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 東 英男君 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１３号 砂川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制

定について

議案第１４号 砂川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実

施に係る基準を定める条例の制定について

議案第２３号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第２４号 砂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について

議案第２１号 砂川市介護手当支給条例の一部を改正する条例の制

定について

議案第１６号 砂川市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する

条例の制定について

議案第１７号 砂川市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定

について

議案第１８号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１９号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第２０号 砂川市立保育所条例等の一部を改正する条例の制定

について

議案第２２号 砂川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

議案第２５号 砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）助成条例

等の一部を改正する条例の制定について

議案第２６号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定に

ついて
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議案第２７号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第２８号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第２９号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第３０号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定について

議案第３１号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の

指定について

議案第３２号 砂川市公民館の指定管理者の指定について

議案第３３号 砂川市体育施設の指定管理者の指定について

議案第３４号 市道路線の変更及び認定について

議案第 ７号 平成２７年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１２号 平成２７年度砂川市病院事業会計予算

〇議長 東 英男君 日程第１、議案第１３号 砂川市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の制定について、議案第１４号 砂川市地域包括支援センターの包括

的支援事業の実施に係る基準を定める条例の制定について、議案第２３号 砂川市介護保

険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２４号 砂川市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第２１号 砂川市介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第１６号 砂川市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の制定について、

議案第１７号 砂川市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第１８

号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号 砂川市職

員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２０号 砂川市立保育所条例

等の一部を改正する条例の制定について、議案第２２号 砂川市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２５号 砂川市高齢者等安心住

まいる（住宅改修）助成条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第２６号 砂

川市オートスポーツランドの指定管理者の指定について、議案第２７号 砂川市北地区コ

ミュニティセンターの指定管理者の指定について、議案第２８号 砂川市東地区コミュニ

ティセンターの指定管理者の指定について、議案第２９号 砂川市南地区コミュニティセ
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ンターの指定管理者の指定について、議案第３０号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指

定について、議案第３１号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて、議案第３２号 砂川市公民館の指定管理者の指定について、議案第３３号 砂川市

体育施設の指定管理者の指定について、議案第３４号 市道路線の変更及び認定について、

議案第７号 平成２７年度砂川市一般会計予算、議案第８号 平成２７年度砂川市国民健

康保険特別会計予算、議案第９号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会計予算、議案第

１０号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計予算、議案第１１号 平成２７年度砂川市

後期高齢者医療特別会計予算、議案第１２号 平成２７年度砂川市病院事業会計予算の２

７件を一括議題といたします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から議案第１３号、議案第１４号、議案第２３号、

議案第２４号、議案第２１号、議案第２０号、議案第２２号の７議案についてご説明申し

上げます。

初めに、議案第１３号 砂川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

制定についてご説明申し上げます。

制定の理由でありますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う介護保険法の改正により、指定介護予

防支援に関する基準等について市の条例で定めるため、本条例を制定しようとするもので

あります。

このことに関しまして若干ご説明を加えさせていただきます。介護予防支援とは、要支

援１、または２と判定された方に対して介護予防サービスを適切に利用できるよう介護予

防サービス計画の作成、介護予防サービス事業所との連絡調整等を行い、要介護状態への

移行を予防するための支援であり、本市におきましては地域包括支援センターがこの業務

を担っております。本条例制定に伴い、介護保険者である砂川市及び地域包括支援センタ

ーが行うサービスの実施内容に変更はないことから、被保険者への影響はございません。

また、本条例は、介護保険法の規定による省令を基本に制定するものであります。なお、

砂川市独自の条項として、砂川市暴力団排除条例の基本理念に基づき、第２条に暴力団排

除に係る条項を追加し、第３０条第２項に記録の保存期間を５年間と定めるものでありま

す。

次ページをお開き願います。砂川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例についてご説明を申し上げます。

第１章は総則であります。第１条は、趣旨の定めであり、この条例は、介護保険法の規
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定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項を定めるとともに、指定介

護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準並びにこれらの基準のうち基準該当介護予防支援の事業に関す

る基準を定めるものであります。

第２条は、事業者指定に係る申請者の基準の定めであり、本条例で定める者は法人とす

るもので、本市の独自条項として括弧中、砂川市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる者

を除くとするものであります。

第３条は、基本方針の定めであり、第１項は、指定介護予防支援の事業は、その利用者

が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行

われるものでなければならないとするものであります。

第２項は、指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等

に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するため

に、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、

総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならないとするもの

であります。

第３項は、指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者

の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防

サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防

サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないとする

ものであります。

３ページになります。第４項は、指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、

市、地域包括支援センター、老人福祉法第２０条の７の２に規定する老人介護支援センタ

ー、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による

自発的な活動によるサービスを含めた地域におけるさまざまな取り組みを行う者等との連

携に努めなければならないとするものであります。

第２章は、人員に関する基準であり、第４条は従業者の員数の定めであり、指定介護予

防支援事業者は、事業所ごとに１人以上の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識

を有する職員を置かなければならないと定めるものであります。

第５条は、管理者の定めであり、常勤の管理者を置かなければならないと定めるもので

あります。

３ページから９ページになります。第３章の第６条から第３０条は、運営に関する基準

の定めであります。

９ページをお開き願います。第２８条は、事故発生時の対応の定めであり、指定介護予

防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、

速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない
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とするものであります。

第３０条は、記録の整備の定めであり、第２項は、指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならな

いと定めるものであり、５年間の保存期間は砂川市独自の条項であります。

第４章は、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準であり、第３１条は指定

介護予防支援の基本取り扱い方針の定めであります。

１０ページをお開き願います。第３２条は、指定介護予防支援の具体的取り扱い方針の

定めであります。

１３ページをお開き願います。第３３条は、介護予防支援の提供に当たっての留意点の

定めであります。

第５章は、基準該当介護予防支援に関する基準であり、第３４条は準用の定めでありま

す。

１４ページをお開き願います。附則第１項は、施行期日の定めであり、この条例は、平

成２７年４月１日から施行するものであります。

第２項は、経過措置の定めであり、第３０条第２項の規定は、平成２７年４月１日以降

に完結する記録について適用し、同日前に完結した記録については、なお従前の例による

ものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１４号 砂川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係

る基準を定める条例の制定についてご説明申し上げます。

制定の理由でありますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う介護保険法の改正により、地域包括支

援センターに関する基準について市の条例で定めるため、本条例を制定しようとするもの

であります。

本条例制定に伴い、介護保険者である砂川市及び地域包括支援センターが行うサービス

の実施内容に変更はないことから、被保険者への影響はございません。また、本条例は、

介護保険法の規定による省令を基本に制定するものであります。

次ページをお開き願います。砂川市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係

る基準を定める条例についてご説明申し上げます。

第１条は、趣旨の定めであり、この条例は、介護保険法の規定に基づき、地域包括支援

センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものであります。

第２条は、基本方針の定めであり、第１項は地域包括支援センターは、第３条第１項に

掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、

その置かれている環境等に応じて、法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービス

その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用でき
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るように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営

むことができるようにしなければならないとするものであります。

第２項は、地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえ

て、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならないとするものであります。

第３条は、職員に係る基準及び当該職員の員数の定めであり、第１項は一の地域包括支

援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね３，０００人以上６，

０００人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数として、第１号、

保健師その他これに準ずる者１人、第２号、社会福祉士その他これに準ずるもの１人、第

３号、主任介護支援専門員その他これに準ずる者１人とするものであります。

なお、本市での本年１月末日時点での第１号被保険者は約６，３００人であり、本市の

地域包括支援センターには第１号から第３号までの職員として各２名配置しているもので

あります。

第２項は、第１項の規定にかかわらず、地理的条件等を勘案して特定の生活圏域に一の

地域包括支援センターの設置が必要であると地域包括支援センター運営協議会において認

められた場合に人員配置基準は次の表により定めるものであり、左欄に掲げる担当する区

域における第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる人員とするものであ

ります。

３ページになります。附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行するもの

であります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２３号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、介護保険法第１２９条第３項の規定に基づき、平成２７年度

から平成２９年度までの介護保険事業運営期間に係る新たな保険料額を定めるとともに、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律附則第１４条第１項の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業の実施を猶予す

るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市介護保険条例の一部を改正する条例

でありますが、初めに改正の概要について申し上げます。

介護保険制度は、平成１２年４月にスタートし、６５歳以上の第１号被保険者の保険料

は３年ごとに見直すこととされており、現行は第５期介護保険事業計画に基づき平成２４

年度から平成２６年度までの３年間の保険料を年額で定めております。現行の保険料は、

第１段階から第９段階までの９段階に区分されており、国の特別基準７段階に第３段階及

び第５段階を加えることにより軽減措置を図ってきたところであります。改正後は、平成

２７年度から平成２９年度までの３年間の保険料の年額を定めるもので、段階数について
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は国の標準段階数が本市の現行の段階数と同じ９段階とされたことから、国の標準段階数

に合わせて９段階とするものであります。国の標準段階数に合わせることにより、現行第

１段階と現行第２段階が統合されて新第１段階となり、現行第３段階から現行第８段階ま

でが１段階ずつ繰り下がり、現行第９段階が新第８段階と新第９段階に細分化されること

となります。なお、平成２７年度から平成２９年度までの基準額は新第５段階の年額５万

５，２００円とし、第５期の基準額、月額４，４００円に２００円上乗せし、月額４，６

００円とさせていただきたいと存じます。

改正の内容につきましては、５ページ、附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上

げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。改正部分につきましては、

アンダーラインを付しております。

第４条の全文を改正いたしますので、右欄の改正後で説明を申し上げます。第４条は、

保険料率の定めであり、第１項として平成２７年度から平成２９年度までの各年度におけ

る保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とす

るものであります。第１号の区分は、新第１段階であり、改正後は２万７，６００円とす

るもので、対象者は生活保護受給者の方、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方及

び市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方で、保険

料率は０．５０であります。ただし、新第１段階につきましては、国の低所得者層に対す

る軽減強化が適用されます。このことについてご説明いたしますので、６ページをお開き

願います。第４条第２項として、所得の少ない第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る第４条第１項第１号に該当する者の平成２７年度及び平成２８年度の各年度にお

ける保険料率は、同号の規定にかかわらず、２万４，８００円とするものであります。保

険料率は０．４５となります。

５ページにお戻り願います。第２号の区分は、新第２段階であり、改正後は３万４，７

００円とするもので、対象者は市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計

が１２０万円以下の方で、保険料率は０．６３であります。

第３号の区分は、新第３段階であり、改正後は４万１，４００円とするもので、対象者

は市民税非課税世帯で新第２段階に該当しない方で、保険料率は０．７５であります。

第４号の区分は、新第４段階であり、改正後は４万９，６００円とするもので、対象者

は本人が市民税非課税で、世帯の中に課税者がいる方で合計所得金額と課税年金収入額の

合計が８０万円の以下の方で、保険料率は０．９０であります。

第５号の区分は、新第５段階であり、改正後は５万５，２００円とするもので、対象者

は本人が市民税非課税で、世帯の中に課税者がいる方で新第４段階に該当しない方で、保

険料率は１．００であり、基準となる区分であります。

第６号の区分は、新第６段階であり、改正後は６万６，２００円とするもので、対象者

は本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満の方で、保険料率は１．２０であ
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ります。

第７号の区分は、新第７段階であり、改正後は７万１，７００円とするもので、対象者

は本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円以上１９０万円未満の方で、保険料率

は１．３０であります。

第８号の区分は、新第８段階であり、改正後は８万２，８００円とするもので、６ペー

ジになります。対象者は本人が市民税課税で、合計所得金額が１９０万円以上２９０万円

未満の方で、保険料率は１．５０であります。

第９号の区分は、新第９段階であり、改正後は９万３，８００円とするもので、対象者

は本人が市民税課税で合計所得金額が２９０万円以上の方で、保険料率は１．７０であり

ます。

第６条は、賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の定め

であり、国の標準段階数が６段階から９段階とされたことにより改正するものであり、現

行「ロ及びハ」を改正後は「ロ及びニ」に、「又は第６号ロ」を改正後は「、第６号ロ、

第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」に、「令第３９条第１項１号から第６号まで」を改正

後は「令第３９条第１項第１号から第９号まで」に改めるものであります。

７ページをお開き願います。附則第７条は、改正法附則第１４条第１項に規定する介護

予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の定めであり、法の規定に基づき現行の介

護予防事業及び要支援１、２の方を対象とした訪問介護、通所介護につきましては、平成

２７年４月１日から市町村事業である介護予防・日常生活支援総合事業に移行しなければ

なりませんが、同法附則の規定により「平成２９年３月３１日までの間にあっては、当該

市町村長が定める日までの間は、その実施を猶予することができる」と定められており、

事業の移行に当たり介護サービス事業者等との調整など準備期間が必要となることから、

猶予の規定を定めるものであります。

なお、本事業への移行につきましては、平成２８年１月１日を予定しております。

附則として、第１条は、施行期日の定めであり、この条例は、平成２７年４月１日から

施行するものであります。ただし、第４条第２項の規定は、規則で定める日から施行する

ものであります。

第２条は、経過措置の定めであり、改正後の第４条の規定は、平成２７年度以降の年度

分の保険料について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例によ

るものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２４号 砂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたこ

とに伴い、砂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する
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条例等の一部を改正しようとするものであります。なお、本条例等の一部改正により影響

を受ける介護サービスは現在ございません。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例でありますが、改正の内

容につきましては、初めに２ページで説明させていただきます。第１条は、砂川市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部改正でありま

す。目次の現行「複合型サービス」を改正後は「看護小規模多機能型居宅介護」に改める

ものであり、この名称の改正が全体に及ぶことから一括ご説明申し上げます。

本則（第８５条第３項、第８６条、第１９３条第１０項、第１９４条第２項及び第１９

５条を除く。）中「複合型サービス計画」を改正後は「看護小規模多機能型居宅介護計

画」に、「複合型サービス報告書」を改正後は「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に、

「指定複合型サービス事業所」を改正後は「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、

「指定複合型サービス事業者」を改正後は「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、

「複合型サービス従業者」を改正後は「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改めるも

のであり、関連する名称変更につきましても新旧対照表での説明を省略させていただきま

す。

なお、第２条、砂川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等

の基準に関する条例の一部改正につきましても、関連する名称改正は同様に説明を省略さ

せていただきたいと存じます。

それでは、他の改正につきまして９ページ、附属説明資料の新旧対照表によりご説明申

し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。改正部分につきまし

ては、アンダーラインを表示しております。

第８条は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数を定めであり、同条第２項

の現行「又は北海道指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例第６条第２項のサービス提供責任者」を削除するものであります。

同条第５項の現行「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷

地内」を加え、現行「併設されている」を改正後は「ある」に改め、１０ページになりま

す、同項第５号の現行「第８４条第６項第１号」、同項第６号の現行「第８４条第６項第

２号」及び同項第７号の現行「第８４条第６項第３号」を改正後はそれぞれ「第８４条第

６項」に改めるものであります。

第２５条は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取り扱い方針の定めであり、

同条第２項の現行「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を改正後は

「行い」に改めるものであります。

第３４条は、勤務体制の確保等の定めであり、同条第２項の現行「又は指定夜間対応型

訪問介護事業所」を改正後は「、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業
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所」に、「定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サービス」を改正後は「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改めるものであります。

１１ページをお開き願います。第６２条の現行「営むことができるよう」の次に「生活

機能の維持又は向上を目指し」を加えるものであります。

第６５条は、設備及び備品等の定めであり、同条第４項の現行「前３項」を改正後は

「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項に改め、同条第３項の次に「第４項

前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第１項に掲げ

る設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービ

スを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に

当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市長に届けるも

のとする。」を加えるものであります。

第６７条は、利用定員等の定めであり、１２ページをお開き願います。同条第１項の現

行「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を改正後は「又は指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域

密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加えるものであります。

同条第２項の現行「指定居宅サービスをいう。」、「指定介護予防サービスをいう。」

及び「指定地域密着型介護予防サービスをいう。」の次にそれぞれ「以下同じ。」を加え、

「介護保険施設」の次に「（法第８条第２４項に規定する介護保険施設をいう。以下同

じ。）」を加えるものであります。

第８０条の次に次の第１条を加えるものであり、第８０条の２は、事故発生時の対応の

定めであり、第１項として指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知

症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用

者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。

第２項、指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。

第３項、指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。

第４項、指定認知症対応型通所介護事業者は、第６５条第４項の単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２

項の規定に準じた必要な措置を講じなければならないとするものであります。

１３ページをお開き願います。第８１条は、記録の整備の定めであり、同条第２項第５

号の現行「次条において準用する第４２条第２項」を改正後は「前条第２項」に改めるも
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のであります。

第８２条は、準用の定めであり、同条の現行「、第２２条」を削除するものであります。

第８４条は、従業者の員数等の定めであり、同条第６項の現行「指定小規模多機能型居

宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を改正後は「次の

表の左欄に掲げる」に改め、「当該各号」を改正後は「同表の中欄」に改め、「従業者を

置いているときは」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、同項に「当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている

場合」及び、１４ページになります、「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷

地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合」について記載のとおり表を加えるもの

であります。

１５ページをお開き願います。同条第１０項の現行「第６項各号」を改正後は「第６項

の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設さ

れている場合の項の中欄」に改めるものであります。

第８５条は、管理者の定めであり、同条第１項の現行「前条第６項各号」を改正後は

「前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいず

れかが併設されている場合の項の中欄」に改め、「若しくは」を改正後は「、」に改め、

「これらの事業に係る業務を含む。）」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事

業を除く。）」を加えるものであります。

同条第３項の現行「指定複合型サービス事業所」の次に「（第１９５条に規定する指定

複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加えるものであります。

１６ページをお開き願います。第８７条は、登録定員及び利用定員の定めであり、同条

第１項の現行「２５人」を改正後は「２９人」に改めるものであります。

同条第２項第１号の現行「登録定員の２分の１から１５人（」の次に「登録定員が２５

人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に

定める利用定員、」を加え、同項同号に登録定員に伴う利用定員を記載のとおり定める表

を加えるものであります。

第９３条は、指定小規模多機能型居宅介護の基本取り扱い方針の定めであり、同条第２

項の現行「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を改正後は「行い」に

改めるものであります。

第１０８条は、居住機能を担う併設施設等への入居の定めであり、同条の現行「第８４

条第６項各号」を改正後は「第８４条第６項」に改めるものであります。

１８ページをお開き願います。第１１５条第１項に「ただし、指定認知症対応型共同生

活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定認知症対応

型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同
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生活住居の数を３とすることができる」を加えるものであります。

１９ページをお開き願います。第１３７条の全文を「削除」に改めるものであります。

第１５０条第２項第９号を削除するものであります。

第１５３条第４項の現行「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護老人

福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項

第１号及び第１７項、第１５４条第１項第６号並びに第１８２条第１項第３号において同

じ。）」を加えるものであります。

２０ページをお開き願います。同条第８項第１号の現行「指定介護老人福祉施設」の次

に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加えるものであります。

同条第１２項の現行「指定介護予防サービス等基準条例」を改正後は「北海道指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年北

海道条例第９６号）」に改めるものであります。

同条第１３項の現行「若しくは指定介護予防サービス等基準条例第９８条第１項に規定

する指定介護予防通所介護事業所」を削除するものであります。

２１ページをお開き願います。同条に次の１項を加えるものであります。第１７項、第

１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体

施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師

又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所

者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければ

ならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、１以上

（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とする。）とするものでありま

す。

第１５４条第１項第６号及び２２ページの第１８２条第１項第３号の現行「指定介護老

人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加えるものであります。

第１７８条は、記録の整備の定めであり、同条第２項に次の１号を加えるものであり、

第７号、次条において準用する第１０７条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録とするものであります。

２５ページをお開き願います。第１９６条は、登録定員及び利用定員の定めであり、同

条第１項中の現行「２５人」を改正後は「２９人」に改めるものであります。

同条第２項第１号の現行「登録定員の２分の１から１５人」の次に「（登録定員が２５

人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の

表に定める利用定員）」を加え、２６ページになります、同号に登録定員に伴う利用定員

を記載のとおり定める表を加えるものであります。

２７ページをお開き願います。第１９８条第２項の現行「行うとともに、定期的に外部

の者による評価を受けて」を改正後は「行い」に改めるものであります。
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３０ページをお開き願います。第２０４条は、準用の定めであり、３１ページになりま

す、同条の現行「第８４条第６項各号」を改正後は「第８４条第６項」に改めるものであ

ります。

３２ページをお開き願います。第２条は、砂川市指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部改正であります。

第８条は、設備及び備品等の定めであり、同条第４項の現行「前３項」を「第１項から

第３項まで」に改め、同条第４項を第５項とし、同条第３項の次に「第４項 前項ただし

書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第１項に掲げる設

備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始

前に当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市

長に届け出るものとする。」を加えるものであります。

第９条は、従業者の員数の定めであり、同条第１項の現行「第４５条第６項第２号」及

び「第４５条第６項第３号」を改正後はそれぞれ「第４５条第６項」に改めるものであり

ます。

３３ページをお開き願います。第１０条は、利用定員等の定めであり、同条第１項の現

行「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を改正後は「又は指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域

密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加えるものであります。

３４ページをお開き願います。同条第２項の現行「第４５条第６項第４号」を改正後は

「第４５条第６項」に改めるものであります。

第３８条は、事故発生時の対応の定めであり、同条第３項の次に「第４項 指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者は、第８条第４項の単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規

定に準じた必要な措置を講じなければならない。」を加えるものであります。

第４５条は、従業者の員数等の定めであり、同条第６項の現行「指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかの施設等が併設されている」を改正後は「次

の表の左欄に掲げる」に改め、「当該各号」を改正後は「同表の中欄」に改め、「従業者

を置いているときは」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、同項に

「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併

設されている場合」及び、３５ページになります、「当該指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合」について、記載

のとおり表を加えるものであります。

３６ページをお開き願います。同条第１０項の現行「第６項各号」を改正後は「第６項



－106－

の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合の項の中欄」に改めるものであります。

第４６条は、管理者の定めであり、同条第１項の現行「前条第６項各号」を改正後は

「前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改め、「若しくは」を改正後は「、」

に改め、３７ページになります、「これらの事業に係る業務を含む。）」の次に「若しく

は法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニ

に規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加えるものであります。

同条第３項の現行「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス基

準条例第１９５条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」

を加えるものであります。

第４８条は、登録定員及び利用定員の定めであり、同条第１項中の現行「２５人」を改

正後は「２９人」に改めるものであります。

同条第２項第１号の現行「登録定員の２分の１から１５人（」の次に「登録定員が２５

人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、

次の表に定める利用定員、」を加え、３８ページになります、同号に登録定員に伴う利用

定員を記載のとおり定める表を加えるものであります。

第６４条は、居住機能を担う併設施設等への入居の定めであり、同条の現行「第４５条

第６項各号」を改正後は「第４５条第６項」に改めるものであります。

第６６条は、準用の定めであり、同条の現行「及び第３２条から第３９条まで」を改正

後は「、第３２条から第３７条まで、第３８条（第４項を除く。）及び第３９条」に改め

るものであります。

第６７条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取り扱い方針の定めであり、

同条第２項の現行「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を改正後は

「行い」に改めるものであります。

３９ページをお開き願います。第７１条の現行「法第８条の２第１７項」を改正後は

「法第８条の２第１５項」に改めるものであります。

第７５条の現行に、「ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用

地の確保が困難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数

を３とすることができる。」を加えるものであります。

第８７条は、準用の定めであり、同条の現行「第３７条から第３９条まで」を改正後は

「第３７条、第３８条（第４項を除く。）、第３９条」に改めるものであります。

４０ページをお開き願います。附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行

するものであります。
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以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２１号 砂川市介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、高齢者の認知症対策において介護保険サービスとの整合性を

図るとともに、条文を整理するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市介護手当支給条例の一部を改正する

条例でありますが、初めに２ページで説明させていただきます。本則中「認知症老人」を

改正後は「認知症高齢者」に、「在宅認知症老人等」を改正後は「在宅認知症高齢者等」

に改めるものであり、新旧対照表による説明を省略させていただきたいと存じます。

それでは、３ページ、附属説明資料の新旧対照表により他の改正内容についてご説明申

し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。改正部分につきまし

ては、アンダーラインを表示しております。

第２条は、定義の定めであり、第２号イの現行「第１５条」を改正後は「第１２条」に

改めるものであります。

同条第３号の現行「特定疾患患者認定証」を改正後は「特定疾患患者認定書」に、「先

天性血液凝固因子障害医療受給者証」を改正後は「先天性血液凝固因子障害等医療受給者

証」に、「先天性血液凝固因子障害患者認定証」を改正後は「先天性血液凝固因子障害等

患者認定書」に改めるものであります。

４ページをお開き願います。第３条は、支給対象の定めであり、同条の現行「支給する

ものとする」を「支給するものとし、被介護者は市民税非課税世帯に属する者とする」に

改めるものであります。

第４条は、併給制限の定めであり、同条の現行「又は」を改正後は「若しくは」に、

「支給されている」の次に「場合又は介護保険法第１９条第１項若しくは第２項に規定す

る認定を受け、介護保険のサービスを受けている」を加えるものであります。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２０号 砂川市立保育所条例等の一部を改正する条例の制定につい

てご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の制定により児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、砂川市立保育

所条例等の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市立保育所条例等の一部を改正する条

例でありますが、改正の内容につきましては５ページ、附属説明資料の新旧対照表により

ご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。改正部分に



－108－

つきましては、アンダーラインを表示しております。

第１条は、砂川市立保育所条例の一部改正であります。第４条の見出しを「（入所資

格）」に改め、同条第１項を「第４条 保育所に入所し、前条の保育を受けることのでき

る資格を有する者は、次のとおりとする」に改めることとし、その内容につきましては

「第１号 子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する児童」、「第２号 子ども・子育て支援法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する児童」、「第３号 その他市長が特に保育所において保育する必要

があると認める児童」に改めるものであります。

なお、具体的な入所資格につきましては、子ども・子育て支援法施行規則第１条及び第

８条に具体的に明記されており、本条例の現行第４条第１号から第７号以外で定められて

いる要件といたしまして、「求職活動等を継続的に行っている」、「学校教育法に規定す

る学校等に在学している」、「職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けている」、

「児童が虐待を受けている、または受ける可能性がある」、「育児休業等により当該児童

以外の児童の保育が必要と認められる」と定められています。

なお、本市におきましては、本条例の現行第４条第７号により保育が必要と認められる

児童につきましては、保育所の入所を認めてきたものであります。

第５条の見出しを「（入所の承認の解除等）」に改め、同条第１項を「第５条 市長は、

入所の承認をした後において、前条第１項に規定する入所資格に該当しなくなったと認め

るときは、入所の承認を解除することができる。」に改めるものであります。

同条第２項の現行「保育の実施」を改正後は「入所」に、「取り消す」を改正後は「入

所の承認を解除する」に改めるものであります。

５ページから６ページになります。第６条の見出しを「（保育料の徴収）」に改め、第

６条を「第６条 法第２４条第１項の規定により保育を行ったときは、保護者又は扶養義

務者から、市長が別に定める利用者負担額（市の区域外に居住する場合にあっては、居住

する市町村の定める額）を保育料として徴収する。ただし、市長が保護者に特別の事由が

あると認めるときは、別に定める基準により減免することができる。」に改めるものであ

ります。

第８条は、保育時間及び休日の定めであり、同条第１号の現行「第１号 保育時間 午

前８時から午後４時まで」を改正後は「第１号 保育時間は、次に掲げる時間により区分

する。」、「ア 保育標準時間 午前７時１５分から午後６時１５分まで」、「イ 保育

短時間 午前８時から午後４時まで」に改めるもので、保育標準時間を１１時間に、保育

短時間を８時間に定めるものであります。

第２条は、砂川市学童保育条例の一部改正であります。第３条は、指導員の定めであり、

同条第１項の現行「指導員」の次に「として、放課後児童支援員及び補助員」を加えるも

のであります。
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同条第３項の現行「指導員」を改正後は「補助員」に改め第４項とし、同条第２項の次

に「第３項 放課後児童支援員は、砂川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第１０条第３項に規定する者であって、市長が適当と認めたものとす

る。」を加えるものであります。

第４条は、対象児童の定めであり、同条第１項第１号の現行「小学校１年生から３年生

の児童」を改正後は「小学校に就学する児童」に改めるものであります。

７ページになります。附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行するもの

であります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２２号 砂川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、浄化槽汚泥処理手数料徴収事務が砂川地区保健衛生組合より

移行することに伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、附属説明資料

の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となってお

ります。改正部分につきましては、アンダーラインを表示しております。

別表は、一般廃棄物の処理手数料の定めであり、表左から種類、廃棄物の区分、処理の

方法、単位、単価となっております。５ページになります。改正後の種類の区分に「３

浄化槽汚泥処理手数料」を、廃棄物の区分及び処理の方法の区分に「浄化槽における汚泥

の処分」を、単位の区分に「１０リットル」を、単価の区分に「１４円」を加えるもので

あります。

なお、この手数料は、平成２７年４月１日から本格稼働を予定しております石狩川流域

下水道奈井江浄化センターに建設した浄化槽汚泥等受け入れ施設に投入した事業者から徴

収するものであり、単価は砂川地区保健衛生組合と同額とするものであります。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時５６分

再開 午前１１時０６分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 私のほうから議案第１６号から１９号の４議案につ
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いてご説明を申し上げます。

初めに、議案第１６号 砂川市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の制定

についてご説明を申し上げます。

改正の理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成

２６年６月２０日に公布され、教育長の身分が一般職から特別職に改められることに伴い、

砂川市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正しようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市特別職報酬等審議会条例

等の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては５ページ、議案第１６

号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側

が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第１条は、砂川市特別職報酬等審議会条例の一部改正であります。第２条は、審議会の

所掌事項についての定めであり、「市長及び副市長」を「市長、副市長及び教育長」に改

めるものであります。

第２条は、砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正であります。第

１条は、条例の趣旨についての定めであり、第３号として「教育長」の１号を加えるもの

であります。

第３条は、特別職の給料についての定めであり、第１項第３号として「教育長 ５６万

１，０００円」の１号を加えるものであります。

６ページをお開きいただきたいと存じます。第３条は、砂川市職員の旅費に関する条例

の一部改正であります。別表第１の旅費額、別表第２の移転料、別表第３の外国旅費に関

する表について１級の項中「特別職及び教育長」の「及び教育長」を削るものであります。

８ページをお開きいただきたいと存じます。第４条は、砂川市病院事業管理者の給与及

び旅費に関する条例の一部改正であります。第４条は、期末手当についての定めであり、

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止することから、第３項第３号

中の「又は教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」を削るものであります。

２ページにお戻りいただきたいと存じます。第５条は、教育委員会教育長の給与及び勤

務時間等に関する条例の廃止であります。教育長の身分が特別職に改められることから、

教育長の給与及び勤務時間等を定めた本条例を廃止するものであります。

８ページをお開きいただきたいと存じます。附則として、第１項は、この条例の施行期

日についての定めであり、この条例は、平成２７年４月１日から施行するものであります。

第２項は、旧教育長に関する経過措置の定めであり、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の附則第２条第１項において、この法律の施行の際、現に

在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条第１

項の教育委員会の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前のよ

うに在職するものとされておりますので、この場合においては、この条例の改正後の砂川
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市特別職報酬等審議会条例、砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、砂川市職

員の旅費に関する条例及び砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定は適

用せず、この条例による改正前の砂川市特別職報酬等審議会条例、砂川市特別職の職員の

給与及び旅費に関する条例、砂川市職員の旅費に関する条例、砂川市病院事業管理者の給

与及び旅費に関する条例の規定及び廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の規定は、なおその効力を有すると定めるものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

次に、議案第１７号 砂川市行政手続条例等の一部を改正する条例の制定についてご説

明を申し上げます。

改正の理由は、行政手続法の一部を改正する法律が平成２６年６月１３日に公布され、

平成２７年４月１日から施行されることに伴い、砂川市行政手続条例等の一部を改正しよ

うとするものであります。

初めに、改正の概要について申し上げますが、行政が行う処分や行政指導などの手続を

規定する行政手続法につきましては、国民の権利、利益の保護の充実を図るため、法律に

基づく行政指導を受けたものがその指導等を求める手続や国民が法令違反の事実を発見し

た場合に行政に対し指導の中止等を求める手続、行政に対して是正の処分等を求める手続

などが追加され、本年４月１日から施行されるものであります。この行政手続法の規定は、

市の機関が行う処分及び行政指導には適用されないことから、法改正により新たに加えら

れた事項を市の機関が行う処分にも適用するため、砂川市行政手続条例等の一部を改正す

るものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市行政手続条例等の一部を

改正する条例でありますが、改正の内容につきましては５ページ、議案第１７号附属説明

資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後と

なっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第１条は、砂川市行政手続条例の一部改正であります。目次中、「第４章 行政指導」

を「第４章 行政指導」、「第４章の２ 処分等の求め」に改めるものであります。

第２条第１項第６号中「名あて人」を記載のとおり改めるものであります。

第３条中「第４章」を「第４章の２」に改め、第７号中「名あて人」、第８号中「かか

わる」を記載のとおり改めるものであります。

第４条、第１３条、第１４条、第１５条、第２２条及び第２８条中「名あて人」を記載

のとおりに改めるものであります。

第３３条は、行政指導の方式の定めであり、第３項を第４項とし、第２項中「前項」を

「前２項」に改め、同項を第３項とし、第１項の次に第２項として、行政指導に携わる者

は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分

をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、第１号から第３号に掲げ
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る事項を示さなければならないと規定するものであります。

第３４条の２は、行政指導の中止等の求めの定めであり、法令に違反する行為の是正を

求める行政指導の相手方は、当該行政指導が根拠となる法律、または条例の要件に適合し

ないと思うときは、行政指導をした機関に対しその旨を申し出て、行政指導の中止等を求

めることができるとするものであり、この申し出は第２項第１号から第６号に掲げる事項

を記載した申出書を提出してしなければならず、当該行政機関は第１項の規定による申し

出があったときは必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律、または条例に規定する要

件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければな

らないと規定するものであります。

第４章の次に「第４章の２ 処分等の求め」を加えるものであります。

第３４条の３は、処分等の求めの定めであり、何人も、法令に違反する事実がある場合

において、その是正のためにされるべき処分、または行政指導がされていないと思うとき

は、当該処分をする権限を有する行政庁、または行政指導をする権限を有する行政機関に

対し、その旨を申し出て、当該処分、または行政指導をするように求めることができると

するものであり、この申し出は第２項第１号から第６号に掲げる事項を記載した申出書を

提出してしなければならず、当該行政庁、または行政機関は第１項の規定による申し出が

あったときは必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めたときは、当該処分、

または行政指導をしなければならないと規定するものであります。

１０ページになります。第２条は、砂川市税条例の一部改正であります。第５条は、砂

川市行政手続条例の適用除外の定めであり、第２項中「第３３条第３項」を「第３３条第

４項」に、「第３３条第２項」を「第３３条第３項」に改めるものであります。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

次に、議案第１８号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてご説明

申し上げます。

改正の理由は、事務事業量に見合った人員配置に伴う市長及び教育委員会事務部局の職

員の増減、診療体制の充実強化に伴う市立病院職員の増員による職員定数の見直しを図る

ため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員定数条例の一部を改

正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１８号附属説明資

料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後とな

っており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第３条は、職員定数の定めであります。第１号の市長の事務部局の職員定数について

「１５１人」を８人増員して「１５９人」に改めるものであり、その内訳といたしまして、

アの一般会計に属する職員定数について「１４２人」を８人増員して「１５０人」に改め
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るものであります。

次に、第５号の教育委員会の事務部局の職員定数について「３６人」を８人減員して

「２８人」に改めるものであり、さらに第７号の砂川市立病院の職員定数について「６６

５人」を４０人増員して「７０５人」に改めるものであります。

市長の事務部局の職員の増員は、新たな行政課題に対する職員の配置及び再任用制度の

本格的な運用に伴う再任用職員の配置等により定数を増員するものであり、教育委員会事

務部局の職員の減員は、平成１８年に現行定数に改正後、行財政改革や事務の見直し等に

より退職不補充を行い職員数を削減してきたことから、現状に合わせて定数を減員するも

のであります。

次に、市立病院の職員の増員は、地域包括ケア病棟におけるリハビリの強化及び全病棟

における服薬指導体制の構築等により医療技術員について３０人を増員し、高齢者、介護

認定者等の介護を要する入院患者等の増加により医療ソーシャルワーカーなどの専門職員、

事務職員及び介護福祉士などの労務員について１０人を増員し、合計４０人を増員するも

のであります。

附則として、この条例は、平成２７年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

次に、議案第１９号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明を申し上げます。

改正の理由は、給与制度の総合的見直しに伴う国家公務員の給与改定に準じ、本市職員

の給料月額等を改定するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

初めに、改正の概要について申し上げますが、この改正は国家公務員の給与について、

給与制度の総合的見直しとして民間賃金の低い地域における官民給与の実情を適切に反映

し、また官民の給与差を踏まえた５０歳代後半層の給与水準を見直すため給料表の水準が

引き下げられたことから、同様に本市職員の給料表を改正するものであります。行政職給

料表全体では平均２．０％の引き下げとなりますが、２０歳代前半の若年層では水準の引

き下げを行わず、中高齢層では最大で５．７％の引き下げを行うものであります。ただし、

経過措置として平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までの４年間に限り、改正

される給料額が現在の給料額を下回る職員に対しては、現在の給料を支給することとして

おりますので、該当する職員は当分の間は昇給が行われない状況が続くことになるもので

あります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員諸給与条例の一部を

改正する条例でありますが、改正の内容につきましては１１ページ、議案第１９号附属説

明資料ナンバー１の新旧対照表によりご説明を申し上げます。向かいまして左側が現行、

右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

附則第８項は、平成２２年１２月１日から当分の間における再任用職員を除く行政職給
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料表、医療職給料表（２）表、医療職給料表（３）表の適用を受ける職員のうち、職務の

級が６級以上の職員の給料月額は、５５歳に達した日後における最初の４月１日以後に条

例第３条に定める給料表に決定された額に１００分の９８．５を乗じた額とすること及び

平成２２年１２月１日から当分の間において離職する職員の当該離職日における給料月額

は、１００分の９８．５を乗じる前の額とすることを定めたものでありますが、国におい

てこの１．５％の減額支給措置についてこのたびの給料表の水準の引き下げに伴う経過措

置の終了時期にあわせて廃止されることとなったため、本市においても経過措置が終了す

る平成３１年３月３１日にあわせて廃止することとし、「当分の間」を「平成３１年３月

３１日までの間」に改めるものであります。

また、平成１８年の給与構造改革及びこのたびの給与制度の総合的見直しによる給料表

の数字の引き下げに伴う経過措置の適用を受けていない、昇格などにより改正後の給料表

が適用となっている職員については、５５歳を超える職員の給料をより抑制した改定とな

っており、１．５％の減額支給措置を講じる必要がないことからただし書きを改めるもの

で、特例期間のうち平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間においては、

平成１８年の砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例附則第５項及び本改正条例附則

第２項の規定による給料の切りかえに伴う経過措置の適用を受けていない特定職員の給料

月額及び特例期間内に離職する職員の当該離職日における給料月額は、乗じる前の額とす

るものであります。

次に、別表第２及び別表第５の給料表の改正でありますが、４ページから１０ページが

改正後の給料表となっております。

なお、給料表の詳細につきましては、１４ページから附属説明資料ナンバー２として改

正後の給料と現行給料の比較表を添付いたしております。

１２ページをお開きいただきたいと存じます。改正附則でありますが、第１項は、この

条例の施行期日についての定めであり、この条例は、平成２７年４月１日から施行するも

のであります。

第２項から第５項は、給料の切りかえに伴う経過措置についての定めであります。第２

項は、新たな給料月額が施行日前日に受けていた額に満たない場合、その額と改正後の給

料額との差額に相当する額を給料月額のほか給料として支給する定めであり、いわゆる現

給の保障を定めたものであります。ただし、平成１８年の給与構造改革による給料水準の

引き下げに伴う経過措置の適用を受けている職員については、平成２８年３月３１日をも

って経過措置が終了することから、終了後に新たな経過措置に移行することを定めたもの

であります。

第３項は、第２項の職員以外の職員について第２項の職員との権衡上必要があると認め

られるときは、規則に定めるところにより調整できることを定めるものであります。

第４項は、施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用
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の事情等を考慮して第２項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認

められるときは、規則に定めるところにより調整できることを定めるものであります。

第５項は、期末手当及び勤勉手当の支給の基礎となる給料月額について、給料月額と平

成１８年の砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例附則第５項及び本条例附則第２項

の現給保障の規定による給料の額との合計額とすると定めるものであります。

第６項は、附則第２項から第５項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、別に規則で定めるものとするものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 建設部長。

〇建設部長 古木信繁君 （登壇） 議案第２５号 砂川市高齢者等安心住まいる（住宅

改修）助成条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げますが、議案のご

説明の前に、前段で改正の概要をご説明申し上げます。

これまで砂川市住宅マスタープランにおける重点プロジェクトの推進施策として、平成

１８年度から住宅改修及び住宅建設、または購入に関してハートフル住まいる推進事業と

して実施している砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）助成、砂川市永く住まいる

（住宅改修）助成、砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進の３本の条例が

平成２７年３月３１日に失効いたします。このことにより、平成２７年３月３１日の期限

までに工事の契約、または着工をしたものの完成が平成２７年４月１日以降になるなどで、

助成を受けることができなくなることを救済するため、当該条例の期間を平成２８年３月

３１日まで延長するものであります。

それでは、条例案についてご説明申し上げます。改正の理由は、本条例の失効により助

成を受けることができなくなる本年度の対象者を救済するため、砂川市高齢者等安心住ま

いる（住宅改修）助成条例等の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）

助成条例等の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、附

属説明資料、新旧対照表でご説明申し上げます。表の左側が現行、右側が改正後であり、

改正部分にはアンダーラインを表示しております。

第１条は、砂川市高齢者等安心住まいる（住宅改修）助成条例の一部改正であり、附則

第２項、この条例の失効について「平成２７年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」

に改めるものであります。

第２条は、砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例の一部改正であり、附則第２項、

この条例の失効について「平成２７年３月３１日」を「平成２８年３月３１日」に改める

ものであります。

第３条は、砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例の一部改正であり、

附則第２項、この条例の失効について「平成２７年３月３１日」を「平成２８年３月３１
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日」に改めるものであります。

附則として、この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の砂川市高

齢者等安心住まいる（住宅改修）助成条例附則第２項の規定及び第２条の規定による改正

後の砂川市永く住まいる（住宅改修）助成条例附則第２項の規定は、平成２７年３月３１

日までに住宅改修工事の請負契約を締結し、又は着工したものに適用し、第３条の規定に

よる改正後の砂川市まちなか住まいる等（住宅建設又は購入）促進条例附則第２項の規定

は、平成２７年３月３１日までに新築住宅の工事請負契約又は建売住宅若しくは中古住宅

の売買契約を締結し、又は着工したものに適用するものであります。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 （登壇） 私のほうから議案第２６号及び第３１号についてご

説明申し上げます。

初めに、議案第２６号 砂川市オートスポーツランドの指定管理者の指定についてご説

明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市オートスポーツランド条例第７条の規定に

基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものでございま

す。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、オートスポーツランドスナガワであり、

所在地は砂川市オアシスであります。

２、指定管理者の名称は、株式会社邦明商事であります。

３、管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由でありますが、株式会社邦明商事は今年度までオートスポーツランドスナガ

ワの維持管理業務を受託していた実績を有し、さらにはモータースポーツの特殊性に熟知

していること、大会の運営に精通していることなどから当該法人を指定しようとするもの

であります。

なお、参考資料といたしまして、砂川市オートスポーツランド指定管理者に関する協定

書案、個人情報取り扱い特記事項、株式会社邦明商事定款を添付しておりますので、ご高

覧をお願いいたします。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

次に、議案第３１号 砂川市北吉野コミュニティセンターの指定管理者の指定について

ご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市北吉野コミュニティセンター条例第６条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものでご

ざいます。
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１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市北吉野コミュニティセンターであ

り、所在地は砂川市北吉野町２９９番地２であります。

２、指定管理者の名称は、砂川市北吉野コミュニティセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由でございますが、砂川市北吉野コミュニティセンターについては、砂川市北

吉野コミュニティセンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、

地域住民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により継続して当該委員会を

指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から議案第２７号、議案第２８号、議案第２９号、

議案第３０号についてご説明申し上げます。

初めに、議案第２７号 砂川市北地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

てご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市北地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市北地区コミュニティセンターであ

り、所在地は砂川市空知太西４条４丁目１０７番地２であります。

２、指定管理者の名称は、そらっぷセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由でありますが、砂川市北地区コミュニティセンターにつきましては、そらっ

ぷセンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、地域住民の自

主活動の活発化に寄与することから、その実績により継続して当該委員会を指定しようと

するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２８号 砂川市東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市東地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市東地区コミュニティセンターであ

り、所在地は砂川市焼山１７３番地４であります。
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２、指定管理者の名称は、砂川市東地区コミュニティセンター管理運営協議会でありま

す。

３、管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由でありますが、砂川市東地区コミュニティセンターにつきましては、砂川市

東地区コミュニティセンター管理運営協議会が指定管理者として管理運営体制が維持され

ており、地域住民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により継続して当該

協議会を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２９号 砂川市南地区コミュニティセンターの指定管理者の指定に

ついてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市南地区コミュニティセンター条例第７条の

規定に基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市南地区コミュニティセンターであ

り、所在地は砂川市東５条南１１丁目３番５号であります。

２、指定管理者の名称は、南地区コミュニティセンター運営委員会であります。

３、管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由でありますが、砂川市南地区コミュニティセンターにつきましては、南地区

コミュニティセンター運営委員会が指定管理者として管理運営体制が維持されており、地

域住民の自主活動の活発化に寄与することから、その実績により継続して当該委員会を指

定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第３０号 砂川市老人憩の家の指定管理者の指定についてご説明申し

上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市老人憩の家条例第６条の規定に基づき、指

定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであります。

施設は、市内５カ所の老人憩の家であります。１の管理を行わせる施設の名称及び所在

地と２の指定管理者の名称及び施設名についてご説明申し上げます。１カ所目は、砂川市

空知太老人憩の家であり、所在地は砂川市空知太東２条４丁目１番３６号であります。指

定管理者の名称は、砂川市空知太老人憩の家運営委員会であります。

２カ所目は、砂川市石山老人憩の家であり、所在地は砂川市空知太東３条２丁目１０番

５号であります。指定管理者の名称は、砂川市石山団地町内会であります。

３カ所目は、砂川市北光老人憩の家であり、所在地は砂川市西３条北１６丁目１番１０
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号であります。指定管理者の名称は、砂川市北光団地町内会であります。

４カ所目は、砂川市南吉野老人憩の家であり、所在地は砂川市吉野２条南６丁目３番９

号であります。指定管理者の名称は、砂川市南吉野町内会長連絡協議会であります。

５カ所目は、砂川市宮川老人憩の家であり、所在地は砂川市西３条南１０丁目２番５号

であります。指定管理者の名称は、砂川市宮川老人憩の家運営委員会であります。

３の管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由でありますが、各老人憩の家につきましては、町内会等が指定管理者として

管理運営体制が維持されており、高齢者及び地域住民の福祉の向上が図られることから、

その実績により継続して当該町会内等を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 （登壇） 私から議案第３２号及び議案第３３号についてご説

明を申し上げます。

初めに、議案第３２号 砂川市公民館の指定管理者の指定についてご説明を申し上げま

す。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市公民館条例第６条の規定に基づき、指定管

理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであります。

１の管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市公民館、砂川市西８条北３丁目１

番１号であります。

２の指定管理者の名称は、特定非営利活動法人ゆうであります。

３の管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由は、砂川市公民館については、特定非営利活動法人ゆうが指定管理者として

管理運営体制が維持されており、その実績により継続して当該法人を指定しようとするも

のであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

次に、議案第３３号 砂川市体育施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市体育施設条例第６条の規定に基づき、指定

管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであります。

１の管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市総合体育館、砂川市日の出１条南

９丁目２番２号、砂川海洋センター、砂川市西３条北９丁目１番１号、砂川市弓道場、砂

川市東５条南４丁目３番２３号、砂川市営野球場、砂川市日の出１条南１０丁目２番地、

砂川市営軟式野球場、砂川市東６条南９丁目１番地５、砂川市営テニスコート、砂川市東

６条南１１丁目３番１号、砂川市営北グラウンド、砂川市西３条北９丁目１番地、砂川市
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営陸上競技場、砂川市東６条南１０丁目１番地、砂川市営日の出サッカー場、砂川市東６

条南９丁目１番地１、日の出公園多目的広場、砂川市日の出１条南９丁目２番地４であり

ます。

２の指定管理者の名称は、特定非営利活動法人ゆうであります。

３の管理を行わせる期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までであり

ます。

指定の理由は、各体育施設については、特定非営利活動法人ゆうが指定管理者として管

理運営体制が維持されており、その実績により継続して当該法人を指定しようとするもの

であります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 建設部長。

〇建設部長 古木信繁君 （登壇） 議案第３４号 市道路線の変更及び認定についてご

説明いたします。

市道路線の変更及び認定を行おうとする東５条南通りと日の出６号通りの道路用地を含

む当該地周辺を所有している民間企業が当該用地に太陽光発電事業を行うため、当該事業

区間の市道認定の廃止が必要となっているものであります。当該区間は、一般の通行がほ

とんどなく、住宅等もないこと、町内会にも異存がないことなどから、環境保全に資する

ため要望に応じて変更しようとするものであります。

変更及び認定路線は、３ページの議案第３４号附属説明資料でご説明いたします。図面

の上段が変更前、下段が変更後であります。

図面上段をごらんください。北から南、図の左から右に向かっている路線名は東５条南

通りで、東から西、図の上から下に向かっている路線名は日の出６号通りであります。

次に、図面の下段、変更後をごらんください。図の中心部分に太陽光発電事業と記載し

てございますが、当該用地に太陽光発電事業を行うため、市道認定の廃止をするものであ

ります。東５条南通りの従前の起点である南４号線から日の出５号通りを終点とする路線

名、「東５条中通り」を新規認定するもので、路線延長は１１４．３メートルでございま

す。東５条南通りについては、起点を南４号線から日の出７号通りに変更し、路線の延長

を４３９．４メートルから８７．０メートルに変更するものであります。また、日の出６

号通りについては、起点を日の出かんがい溝西通りから東４条南通りに変更し、路線の延

長を１６３．０メートルから６７．２メートルに変更するものであります。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 提案説明は休憩後に行います。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時４６分

再開 午後 １時００分



－121－

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第７号 平成２７年度砂川市一般会計予算につ

いてご説明を申し上げます。

最初に、予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。第１条は、歳入歳出予算

であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１２億２，３００万円と定める

ものであります。この予算は、平成２６年度当初予算と比較いたしますと１億２，６００

万円の減となり、対前年比で１．１％の減となったところであります。

第２条は、債務負担行為であります。８ページ、第２表、債務負担行為に記載のとおり、

学校給食運搬委託について、期間を平成２７年度から３７年度まで、限度額を１億２，８

５２万円と定めるものであります。

第３条は、地方債であります。９ページ、第３表、地方債に記載のとおり、公共事業等

債以下３件について、限度額の合計を１０億９０万円と定めるものであります。

第４条は、一時借入金であります。一時借入金の借り入れの最高額を３０億円と定める

ものであります。

第５条は、歳出予算の流用であります。同一款内で各項の間の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合と定めるものであります。

本年度は統一地方選挙の年であり、市長の改選期に当たることから、政策的な予算につ

きましては改選後の議会に提案すべきものとして骨格予算としたところであります。しか

し、今日の地域経済への影響も考慮し、選挙期間中の空白を避けるため継続事業を中心と

して投資的事業も計上したところであります。

それでは、内容の説明を申し上げますが、予算編成方針の２６ページに平成２７年度予

算大綱説明資料を添付しておりますので、これに沿って説明をさせていただきます。歳出

のほうから説明いたしますので、３０ページをお開きいただきたいと存じます。予算書に

おきましても事業ごとに説明をしておりますので、説明資料につきましても同様な表示と

したところであります。説明資料につきましては、予算書のページを記載しておりますが、

ページにつきましては省略をして説明をさせていただきます。また、各項目の頭に付して

ある一つ丸は継続事業であり、二重丸及びアンダーラインを付してあるのは新規事業ある

いは臨時事業であります。なお、括弧内の数字は前年度予算額であります。それでは、二

重丸及びアンダーラインの事業を中心に説明をしてまいります。

１款議会費は１億１，５７５万１，０００円で、前年度と比較して１，１２８万２，０

００円の増であります。

２款総務費は３億９，７１２万９，０００円で、前年度と比較して５，０５５万８，０
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００円の増となりますが、主な要因につきましてはふるさと応援寄附金謝礼５，８４７万

５，０００円、各種選挙経費２，９８７万９，０００円の増、電算システム機器購入費の

債務負担終了による２，８７６万５，０００円の減によるものであります。

以下、新規事業や増減の主なものを申し上げます。１目一般管理費の一つ丸、ふるさと

応援寄附金に要する経費で手数料１１１万１，０００円は、インターネットを利用した申

し込み及びクレジットカードによる納付などに要する手数料であります。

５目財産管理費の一つ丸、公用車の管理に要する経費で車両購入費２６５万９，０００

円は、市有車両耐用年数基準に基づき公用車２台を更新するものであり、軽自動車２台を

購入する経費であります。同じく二重丸、公共施設等総合管理計画策定に要する経費４３

万円は、厳しい財政状況が続く中で今後人口減少により公共施設等の利用需要の変化が予

想されることを踏まえ、国から公共施設等の現状及び将来の見通し、公共施設等の総合的

かつ計画的な管理に関する基本的な方針などを定める公共施設等総合管理計画の平成２８

年度までの策定が求められていることから計画を策定するものであり、計画書の作成など

の経費であります。

６目企画費の一つ丸、企画調査に要する経費で炭鉱の記憶推進事業団負担金２万円は、

空知の産炭地域の活性化を図るため炭鉱産業にかかわりのあった９市４町で「炭鉱の記憶

推進会議」を設立するとともに、ＮＰＯ法人炭鉱の記憶推進事業団が炭鉱の記憶マネジメ

ントセンターを開設し、炭鉱遺産に関する情報発信などを行ってきたものであり、炭鉱の

記憶マネジメントセンターの今後の安定的な運営を図るため、賛助会員として炭鉱産業へ

のかかわり度合い及び人口区分に応じて負担する経費であります。

１０目市民生活推進費の一つ丸、市民生活向上推進に要する経費で人権啓発看板作成委

託料１万１，０００円は、法務省の委託を受け、人権思想の啓発活動として看板を作成す

る経費であります。

１１目情報化推進費の一つ丸、情報化推進に要する経費で備品購入費３３万１，０００

円は、パソコンで使用するソフトウエアの購入費であります。

１２目電算管理費の一つ丸、電算管理に要する経費で番号制度システム整備委託料９８

１万８，０００円は、番号制度の導入に向けて平成２６年度に引き続き実施する住民基本

台帳システム、税システムの改修及び団体内統合宛名システムの導入などを行うものであ

り、中間サーバープラットホーム負担金６５３万６，０００円は、国が運用するネットワ

ークと地方公共団体のシステムとのデータの受け渡しを行う中間サーバーの設計、構築に

ついて、中間サーバープラットホーム負担金として負担するものであります。

１３目まちづくり推進費の二重丸、スマートインターチェンジの設置推進に要する経費

１６４万６，０００円は、砂川ＳＡスマートインターチェンジに関する関係機関との協議

を行うためのもののほか、市民のスマートインターチェンジの利用促進を図るため、引き

続き実施するＥＴＣ車載器の購入者に対する購入経費の補助及び開通式を行うための経費
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であります。同じく二重丸、地域公共交通の検討に要する経費２３万円は、砂川市に適し

た地域公共交通のあり方を検討するため設置した「地域公共交通会議」において平成２６

年度に実施した実証調査運行の結果をもとに、本格運行に向けて生活交通ネットワーク計

画の再検討などを行うための経費であります。同じく二重丸、定住自立圏構想の推進に要

する経費１５万６，０００円は、平成２６年度に策定した定住自立圏共生ビジョンについ

て地域の関係者の意見を反映させるため設置した共生ビジョン懇談会において引き続き検

討を行うものであり、懇談会を開催する経費の砂川市負担分であります。

１４目ヘリポート費の一つ丸、ヘリポートの維持管理に要する経費でヘリポート定期検

査手数料９万６，０００円、測量等委託料１１万９，０００円、場内標識標示修繕工事費

７５万６，０００円は、航空法の規定により国土交通省の検査を受けるために必要な検査

手数料、測量及び図面作成、場内標識標示の修繕を実施する経費であります。

１目徴税費の一つ丸、市税の徴収事務に要する経費で預貯金取引調査手数料７万８，０

００円は、市税等の滞納整理を進めるため金融機関に依頼する預貯金取引調査に係る手数

料であり、番号制度システム整備委託料４７万６，０００円は、番号制度に対応させるた

め滞納管理システムを改修する経費であります。

２目知事・道議選挙費の二重丸、知事・道議選挙の執行に要する経費７９３万１，００

０円、３目市長・市議選挙費の二重丸、市長・市議選挙の執行に要する経費２，３７０万

４，０００円は、４月に実施される各選挙の執行に要する経費であります。

１目統計調査費の二重丸、国勢調査に要する経費９６４万９，０００円は、国勢調査を

平成２７年１０月１日現在で実施するための経費であります。

３款民生費は１８億９，１９４万３，０００円で、前年度と比較して４，２２１万９，

０００円の減となりますが、主な要因につきましては臨時福祉給付金給付事業３，５６３

万５，０００円、まごころ商品券発行事業１，５５６万７，０００円、子育て世帯臨時特

例給付金給付事業１，２０１万５，０００円、生活保護費３，５５８万２，０００円の減、

知的障害者自立支援給付費５，０３２万９，０００円の増によるものであります。

１目社会福祉総務費の二重丸、臨時福祉給付金支給事業に要する経費３，４３２万１，

０００円は、低所得者に対し消費税率等の引き上げによる影響を緩和するため適切な配慮

を引き続き行うため１人当たり６，０００円を支給する経費であり、対象者は市民税（均

等割）が非課税で市民税（均等割）が課税されている方に扶養されていない方であります。

同じく二重丸、生活困窮者自立支援相談事業に要する経費６万４，０００円は、生活保護

に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実

施、住宅確保給付金の支給、その他の支援を行うための所要の措置を講ずることにより生

活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活

困窮者に対し就労その他の自立に関する相談支援を行うための経費であります。同じく二

重丸、生活困窮者住居確保給付金支給事業に要する経費５５万８，０００円は、生活困窮
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者自立支援法の施行に伴い、これまでの住宅支援給付事業が生活困窮者住居確保給付金と

して規定されたものであり、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅

を喪失、または喪失するおそれがある方に賃貸住宅等の家賃相当額を支給する経費であり

ます。同じく二重丸、就労自立給付金支給事業に要する経費１５万円は、生活保護を脱却

するための動機づけを強化し、脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に至ることを防

止するため、生活保護受給者の就労収入のうち収入認定された金額の範囲内で一定額を仮

想的に積み立て、安定就労の機会を得たことにより保護の廃止に至った方に対し、就労自

立給付金として支給する経費であります。同じく一つ丸、障害者福祉システムに要する経

費でサーバー更新等委託料３５１万４，０００円は、障害者福祉システムのサーバー、ソ

フトウエアの保守期間が終了することから更新する経費であります。

次に、３１ページ、１目児童福祉費の二重丸、子育て世帯臨時特例給付金支給事業に要

する経費７６４万５，０００円は、消費税率等の引き上げの影響等を踏まえ、特に配慮が

必要と考えられる低所得の子育て世帯に対して手厚い措置を講ずるなどの観点から、臨時

福祉給付金の支給対象世帯を含め、平成２７年６月分の児童手当受給者及び要件を満たす

方に対し対象児童１人当たり３，０００円を支給する経費であります。同じく一つ丸、子

育て支援センターに要する経費で保育士報酬２３０万４，０００円は、嘱託職員を配置し

て子育て支援センター及びサテライトにおいてより安心できる相談体制とするための経費

であります。同じく二重丸、子ども・子育て支援事業に要する経費１５万６，０００円は、

子ども・子育て支援法制度を円滑に推進するため事業の評価等が必要となることから、子

ども・子育て会議の開催などの経費であります。

３目保育所費の一つ丸、保育所の運営管理に要する経費で保育士報酬４６０万８，００

０円、同じく一つ丸、乳児保育に要する経費で保育士報酬６９１万２，０００円、同じく

一つ丸、一時保育に要する経費で保育士報酬２３０万４，０００円は、これまで正職員と

臨時職員で対応してきた保育士の配置について、保育士の任用の環境を改善することで保

育士を安定的に確保して保育士の質を高めるため、嘱託職員として任用することとしたこ

とによるものであります。

４款衛生費は５億６，４０４万９，０００円で、前年度と比較して６０８万６，０００

円の減となりますが、主な要因につきましては汚泥等受け入れ施設建設事業負担金１，６

１０万４，０００円の減、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金８１４万５，０００円の

増によるものであります。

１目保健衛生費の一つ丸、保健衛生対策に要する経費で健康管理システム更新委託料４

５万６，０００円は、障害者福祉システムとサーバーを共用していくことから、サーバー

の更新について経費を案分するものであります。

１目ごみ処理費の一つ丸、ごみ収集処理に要する経費で焼山ごみ処理場管理業務員報酬

１９３万８，０００円、重機借り上げ料３３８万７，０００円は、業務委託で対応してい
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たごみ処理場の維持管理について、搬入量の減少に対応して管理委託から市の直営とする

ものであり、嘱託職員１名の報酬及び埋め立て、覆土作業を行うブルドーザー等を借り上

げる経費であります。

５款労働費は１，０７０万８，０００円で、前年度と比較して５万９，０００円の減と

なります。

６款農林費は７，８７７万６，０００円で、前年度と比較して１，１６０万７，０００

円の減となりますが、主な要因につきましては青年就農給付金７５０万円の減、農業基盤

整備促進事業補助金４４４万円の減によるものであります。

１目農業委員会費の二重丸、農地中間管理事業に要する経費１６万６，０００円は、農

地の中間受け皿として北海道農業公社に農地中間管理機構が設置され、担い手への農地の

集積と集約を図る事業の一部が市へ委託されることとなったことから、その事務に係る経

費であります。

２目農業振興費の一つ丸、農業振興事業に要する経費で機構集積協力金１０９万８，０

００円は、離農や経営転換して農地を農地中間管理機構を通じ担い手へ貸し付けることに

より、地域の中心となる経営体の農地集積や農地の連担化を支援し、農業の競争力、体質

強化を図るとともに、持続可能な力強い農業の実現を目指すものであり、農地の集積に協

力する農業者に対し協力金を交付する経費であります。

７款商工費は１億８４３万２，０００円で、前年度と比較して５１４万円の減となりま

す。主な要因につきましては、プレミアム商品券発行事業補助金、商店街連合会商品券発

行事業補助金の減によるものであります。

８款土木費は８億２，１５６万３，０００円で、前年度と比較して３億８０３万２，０

００円の減となりますが、主な要因につきましては道路橋梁の修繕工事２，０５０万円の

減、道路橋梁新設改良事業１億７，９１１万６，０００円の減、改良住宅における改善工

事などの工事費１億２，０６０万円の減によるものであります。

２目道路橋梁維持費の一つ丸、道路橋梁の維持に要する経費で路面性状調査委託料８０

０万円は、舗装道路の老朽化が進行していることから維持管理を効率的に行うために必要

な情報を得るため現在の舗装状態について調査する経費であります。道路付属物点検委託

料１，４００万円は、道路の付属物である道路照明の老朽化による落下、倒壊などの防止

及び維持管理を行うために必要な情報を得るために点検を行う経費であります。同じく二

重丸、道路橋梁の修繕工事費４，６１０万円は、橋梁の長寿命化の修繕工事として西２条

橋の伸縮装置の取りかえなどの工事費に加え、西２条橋ほか２橋の詳細調査設計委託料及

び大雨などに対応する２路線の雨水対策工事費であります。

３目道路橋梁新設改良費の二重丸、道路橋梁新設改良事業費２億２，７５１万４，００

０円は、記載のとおり、改良舗装等工事７路線、新設工事１路線に係る工事費に加え、来

年度以降に工事を予定している３路線の委託料であります。
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次に、３２ページ、２目住宅管理費の二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する経

費３，６７２万円は、砂川市住生活基本計画に基づき、安心、安全に暮らせる住環境づく

り、地元企業支援、まちなか居住の推進を目的として高齢者等安心住まいる住宅改修補助

金２１４万円、永く住まいる住宅改修補助金１，０４０万円、まちなか住まいる等住宅促

進補助金１，９８８万円、管理不全な空き家の予防を目的として老朽住宅除却費補助金２

５０万円、地球温暖化防止の促進を目的として住宅用太陽光発電システム導入費補助金１

８０万円の助成を実施する経費であります。

９款消防費は３億４，８１９万６，０００円で、前年度と比較して２，４７０万３，０

００円の減となりますが、主な要因につきましては水槽つき消防ポンプ自動車購入費の減

などによる砂川地区広域消防組合負担金２，０３０万９，０００円の減によるものであり

ます。

２目災害対策費の一つ丸、災害対策に要する経費で防災行政無線再免許更新手数料７万

８，０００円、防災行政無線定期検査委託料４万６，０００円は、防災行政無線の電波法

による無線局の再免許申請に係る手数料及び５年に１回の法定検査に係る委託料でありま

す。

１０款教育費は９億９，７４３万８，０００円で、前年度と比較して１億５，４２７万

７，０００円の増となりますが、主な要因につきましては小中学校の改修工事４，９５２

万４，０００円の減、公民館の耐震改修等工事５億３，９８０万７，０００円の増、総合

体育館の耐震改修等工事３億２９５万７，０００円の減によるものであります。

２目事務局費の一つ丸、教育関係団体に要する経費で第五地区教科用図書採択協議会負

担金９万円は、平成２８年度から中学校で使用する教科用図書の採択について共同で調査

研究を行う費用を負担する経費であります。

２目小学校教育振興費の一つ丸、特別支援教育に要する経費で特別支援教育支援員報酬

６４１万５，０００円は、発達におくれのある児童生徒に対して学習活動上の支援を行う

ため支援員を配置し、巡回で支援を実施しておりますが、支援を必要とする児童数が増加

していることから支援員１名を増員して４名体制とする経費であります。同じく二重丸、

教師用教科書・指導書に要する経費５４３万４，０００円は、平成２７年度からの小学校

教科書の改訂に伴い、教職員の指導方法の平準化を図り、各児童が均一な学習が受けられ

るよう教師用教科書と指導書の購入費であります。同じく二重丸、市費教員任用に要する

経費５５６万円は、平成２７年４月から北光小学校第２、第３学年において児童数が合わ

せて１６人となり、複式学級となることが見込まれることから、児童の負担等を考慮し、

市独自で単式学級を維持していくことを方向づけたものであり、市の負担により教員を任

用する経費であります。

２目中学校教育振興費の一つ丸、特別支援教育に要する経費で特別支援教育支援員報酬

１６０万４，０００円は、小学校教育振興費と同様に支援を必要とする生徒数が増加して
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いることから、支援員１名を配置する経費であります。

２目公民館費の二重丸、公民館の耐震化に要する経費５億４，１７４万１，０００円は、

耐震診断の結果、耐震性が不足している公民館について耐震補強、省エネ、バリアフリー

化及び老朽化により更新が必要な設備の改修工事などを行う経費であります。

１目市民スポーツ推進費の一つ丸、体育振興及び指導に要する経費で砂川市体育協会創

立５０周年記念事業補助金５０万円は、市内の体育団体を総括し、市民体育の振興発展な

どに取り組んでいる体育協会が５０周年を迎え、記念誌の発行などが行われることから経

費の一部を補助する経費であります。

１目給食センター費の一つ丸、学校給食の実施に要する経費で給食運搬委託料（債務負

担初年次分）８５６万８，０００円は、現在の委託契約期間は平成２６年度までであるこ

とから、車両の走行距離等を勘案し、新たに平成２７年８月１日から１０年間を契約期間

とする契約を債務負担行為により行うこととしたものであり、初年度分の委託料でありま

す。備品購入費１，２９１万３，０００円は、洗浄機で洗浄した食器を高温消毒する食器

用消毒保管庫が損耗してきており、故障時には代替の対応ができないことから、３台ある

保管庫を計画的に１年に１台ずつ更新する経費であります。

１１款公債費は１３億６，０９４万８，０００円で、前年度と比較して１億５，９５０

万円の減となります。

次に、３３ページ、１２款諸支出金は３０億７，４６１万７，０００円で、前年度と比

較して１億６，７２６万６，０００円の増となります。

１目国保会計繰出金は４，５６１万１，０００円の増となりますが、新たな財政支援に

よる財政安定化支援事業分、繰り出し対象の事業費分の増が主な要因であります。

２目下水道会計繰出金は２，２００万３，０００円の増となりますが、消費税の増及び

下水道使用料の減による下水道事業分の管理運営費の増が主な要因であります。

３目病院会計繰出金は４，１６５万１，０００円の増となりますが、過疎債の償還分な

どの普通交付税分の増、積算単価の減による特別交付税分の減が主な要因であります。

４目介護保険会計繰出金は２，５４０万円の増となりますが、介護保険システム更新な

どによる事務費分の増が主な要因であります。

５目後期高齢者医療会計繰出金は３，０７２万２，０００円の増となりますが、医療費

の増による療養給付費分の増が主な要因であります。

１３款職員費は１４億４，８４５万円で、前年度と比較して４，７９６万３，０００円

の増となりますが、主な要因につきましては新陳代謝及び給与改定などによる給料、職員

手当等、共済組合等負担金の増であります。

以上が歳出であります。

次に、歳入について申し上げますが、戻っていただき、２６ページをごらんいただきた

いと存じます。主なもののみ説明をしてまいります。１款市税は２０億２７６万４，００
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０円で、前年度と比較して３，３４１万円の減となりますが、主な要因につきましては法

人市民税で法人税割の税率の引き下げなどにより５８４万７，０００円の減、固定資産税

で３年ごとに行われる評価替えによる土地、家屋の下落などにより８５８万８，０００円

の減、市たばこ税で１，２０８万３，０００円の減であります。

６款地方消費税交付金は３億４，０１６万３，０００円で、前年度と比較して１億１，

５９２万９，０００円の増となりますが、主な要因につきましては税率改正による影響が

平年化されたことによる増であります。

次に、２７ページ、１０款地方交付税は４５億７，９００万円で、前年度と比較して１

億３，０００万円の減となりますが、地方財政計画では、地方交付税は前年度比１，３０

７億円の減額となったところであり、普通交付税について積算基礎である個別算定経費、

包括算定経費は国で示された推計伸び率を用いた算定ではおおむね前年度と同様となりま

したが、地方消費税交付金が増額となっていることから１億３，０００万円の減としたと

ころであります。

次に、２８ページ、１４款国庫支出金は１２億３，３４８万円で、前年度と比較して２，

９５８万９，０００円の減となります。

１目民生費国庫負担金で知的障害者福祉費２，５１６万４，０００円の増は、自立支援

給付費の増によるものであり、生活保護費２，６６８万７，０００円の減は、医療扶助費

等の減が主なものであります。

１目土木費国庫補助金で社会資本整備総合交付金事業費４，７１９万８，０００円の減

は、改良住宅等の長寿命化改善事業、団地公園環境整備事業の減、道路整備事業の減、橋

梁長寿命化修繕事業の増が主なものであります。

２目教育費国庫補助金で社会資本整備総合交付金事業費３，９０７万７，０００円の増

は、公民館耐震改修等事業の増、総合体育館耐震改修等事業の減が主なものであります。

３目民生費国庫補助金で社会福祉総務費３，５７１万９，０００円の減は、臨時福祉給

付金給付事業の減が主なものであります。

５目総務費国庫補助金で社会保障・税番号活用推進費１，１２６万９，０００円の増は、

社会保障・税番号制度システム整備費によるものであります。

１５款道支出金は４億９，７８５万４，０００円で、前年度と比較して２，３３２万２，

０００円の増となります。

１目民生費負担金で知的障害者福祉費１，２５８万２，０００円の増は、自立支援給付

費によるものであります。

３目農林費道補助金で農業奨励費６０３万５，０００円の減は、青年就農給付金事業費

の減が主なものであり、農業基盤奨励費４４８万４，０００円の減は、農業基盤整備促進

事業費の減が主なものであります。

１目総務費道委託金で統計調査費７０８万１，０００円の増は、国勢調査の増が主なも
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のであり、知事・道議選挙費７９３万１，０００円の増は皆増であります。

１８款繰入金は２９２万４，０００円で、前年度と比較して２，７２９万６，０００円

の減となりますが、主な要因につきましては財政調整基金繰入金２，７４３万９，０００

円の減であります。

次に、２９ページ、２０款諸収入は８億４，４７８万６，０００円で、前年度と比較し

て３，０９７万１，０００円の減となりますが、主な要因につきましてはスポーツ振興く

じ助成金６００万円、流雪溝施設整備負担金１，７６０万円の減によるものであります。

２１款市債は１０億９０万円で、前年度と比較して１，７９０万円の減となりますが、

主な要因につきましては土木債で公営住宅建設事業債３，９４０万円の減、公共事業等債

４００万円の減であり、過疎対策事業債で道路整備事業債１億６，７３０万円の減、消防

施設整備事業債２，４４０万円の減、し尿処理施設整備事業債１，６１０万円の減、総合

体育館耐震改修事業債１億６４０万円の減、総合体育館太陽光発電整備事業債１，１３０

万円の減、公民館耐震改修事業債３億８，３３０万円の増であり、臨時財政対策債３，２

４０万円の減によるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の２０２ページ以降には給与費明細書、債務負担行為

に関する調書、地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から議案第８号、議案第１０号、議案第１１号に

ついてご説明申し上げます。

初めに、議案第８号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計予算についてご説明申

し上げます。

予算書の２１５ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ２７億８，６３０万５，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れの最高額は３億円と定めるもので

あります。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間の金額を流用することができると

定めるものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。２５０ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比２２３万６，０００円の減は、主に一

般管理事務に要する経費の給料の増及び電算システム改修委託料の皆減、電算事務負担金

の減によるものであります。なお、国保事業共同電算化に要する経費のうちアンダーライ

ンを付しておりますシステム改修委託料５万４，０００円は、現行のシステムに海外療養

費の項目を加えるための改修費用であります。
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２５２ページをお開き願います。３項１目特別対策事業費で対前年比５６万２，０００

円の増は、主に収納率向上対策に要する経費の職員手当の増によるものであります。

２５６ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費で

対前年比８００万円の増、２目退職被保険者等療養給付費で対前年比３，６００万円の減、

３目一般被保険者療養費で対前年比１００万円の減、４目退職被保険者等療養費で対前年

比３０万円の減、２５８ページになります、２項１目一般被保険者高額療養費で対前年比

５００万円の増、２目退職被保険者等高額療養費で対前年比７３０万円の減は、それぞれ

平成２６年度の決算見込み額と同額程度を見込み、さらに退職者医療保険制度の廃止に伴

い、平成２７年度以降、順次退職被保険者が一般に移行することを考慮したものでありま

す。

４項１目出産育児一時金で対前年比８４万円の減、５項１目葬祭費で対前年比１５万円

の減は、それぞれ平成２６年度の決算見込み額と同額を見込むものであります。

２６０ページをお開き願います。３款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金

で対前年比３３８万５，０００円の減は、主に平成２５年度分の精算分過誤調整によるも

のであります。

２６６ページをお開き願います。６款介護納付金、１項１目介護納付金で対前年比１，

０２５万７，０００円の減は、第２号被保険者の減及び平成２５年度の精算分過誤調整に

よるものであります。

２６８ページをお開き願います。７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費共同事業医

療費拠出金で対前年比７３５万５，０００円の減は、平成２５年度以前の医療費割等の精

算によるものであります。

３目保険財政共同安定化事業医療費拠出金で２億６，４０９万２，０００円の増は、制

度改正により対象医療費が現行の３０万円以上８０万円未満から１円以上８０万円未満と

なることから、拠出金が大幅に増加するものであります。

２７０ページをお開き願います。８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で対

前年比１４５万８，０００円の増は、主に特定健診の再検査にかかわる健診委託料の増及

びアンダーラインを付しております講師謝礼２０万円は医療分析データの作成にかかわる

技術指導の費用、燃料費１４万５，０００円は未受診者対策で訪問勧奨に要する車両の燃

料費、器具借り上げ料３万３，０００円は特定健診再検査にかかわる貸し出し用血圧計の

借り上げ料、国保総合システム使用料５万２，０００円はサーバー変更に伴うライセンス

料によるものであります。

２項１目疾病予防費で対前年比１２５万８，０００円の増は、２７２ページになります、

主にアンダーラインを付しております肺炎球菌感染症ワクチン接種負担金の増によるもの

であります。

２８０ページをお開き願います。１２款前年度繰り上げ充用金５，９００万円につきま
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しては、平成２６年度の収支不足を補うものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては２２１ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款国民健康保険税は３億１，５０５万５，０００円で、対前年比１，１４７

万６，０００円の減であり、主に一般被保険者国民健康保険税の所得割の減によるもので

あります。

２款国庫支出金は６億４，００２万８，０００円で、対前年比９，４６７万円の増であ

り、主に療養給付費等負担金の増によるものであります。

３款療養給付費等交付金は９，５６０万１，０００円で、対前年比７，１４０万円の減

であり、退職被保険者数の減少等に伴う医療費の減によるものであります。

４款前期高齢者交付金は７億１，２３０万円で、対前年比１億７，２７０万円の減であ

り、対象医療費の減及び平成２５年度の精算過誤調整によるものであります。

５款道支出金は１億３，７０２万７，０００円で、対前年比１，４１７万円の増であり、

主に対象医療費の増によるものであります。

７款共同事業交付金は５億８，９８０万円で、対前年比３億８８０万円の増であり、主

に保険財政共同安定化事業の制度改正に伴うもので、交付金の算定ルールによる増であり

ます。

８款繰入金は２億２１１万２，０００円で、対前年比４，５６１万１，０００円の増で

あり、主に国の財政支援措置を含めた一般会計繰入金の増によるものであります。

１０款諸収入は９，４３７万９，０００円で、対前年比１，４００万円の増であり、主

に収支不足額を補填する雑入の増によるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の２８４ページから２９１ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１０号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計予算についてご説明

申し上げます。

予算書の３３９ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億３，９９２万３，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金で、一時借入金の借り入れの最高額は１億円と定めるものであり

ます。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間の金額を流用することができると

定めるものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３６６ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比１，８９８万円の増は、主に一般管理

事務に要する経費のうちアンダーラインを付しております電算システム更新委託料１，９

２２万４，０００円によるもので、介護保険システムのサポート終了に伴うシステム更新
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に要する経費であります。

３６８ページをお開き願います。３項２目認定調査費で対前年比２２７万円の増は、主

に介護認定調査に要する経費うちアンダーラインを付しております調査員報酬１７７万６，

０００円によるもので、介護認定調査の件数増加に伴い嘱託の認定調査員を新たに採用す

るものであります。

３７０ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で

対前年比１，６５９万７，０００円の増は、通所介護における利用者数の増等によるもの

であります。

２目地域密着型介護サービス給付費で対前年比２，４０３万円の減は、介護報酬のマイ

ナス改定及び認知症高齢者グループホームの利用者数の減等によるものであります。

３目施設介護サービス給付費で対前年比１，１０４万４，０００円の減は、介護報酬の

マイナス改定等によるものであります。

３７２ページをお開き願います。６目居宅介護サービス計画給付費で対前年比１，１３

１万１，０００円の増は、要介護認定者数の増に伴うサービス計画の作成件数の増による

ものであります。

２項１目介護予防サービス給付費で対前年比１４１万２，０００円の増は、特定施設入

居者生活介護における利用者数の増等によるものであります。

３７６ページをお開き願います。５項１目特定入所者介護サービス費で対前年比１，２

０５万６，０００円の減は、介護保険制度の改正に伴いサービス対象者の勘案要件に資産

等が追加されることとなったため、サービス利用対象者数が減少すると見込んだことによ

るものであります。

３８２ページをお開き願います。４款地域支援事業費、１項１目二次予防事業費で対前

年比３３３万７，０００円の減は、主に二次予防事業対象者把握事業委託料の減によるも

のであります。

２目一次予防事業費で対前年比７６万４，０００円の増は、主にいきいき運動推進員養

成講座の開催に伴う講師謝礼等の増によるものであります。

なお、二次予防事業費に要する経費及び一次予防事業費に要する経費のうち、いきいき

シニアプログラム事業運動指導委託料に係る本事業につきましては、平成２６年度の年間

２４回実施を、平成２７年度からは年間４８回実施とすることとしております。

３８４ページをお開き願います。３目総合事業費精算金６０万円につきましては、平成

２７年度から実施される介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを本市の住所地特例

の適用を受けた被保険者が他市町村で利用した場合、そのサービス費用の保険者負担分を

本市が支出することとなるため、新たに計上するものであります。

２項１目包括的支援事業費は対前年比１，３８７万４，０００円の増であり、包括的支

援事業費に要する経費のうちアンダーラインを付しております看板作製委託料２万４，０
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００円は、地域包括支援センターの愛称である「ささえあいセンター」の看板を設置する

経費であります。二重丸、認知症初期集中支援推進事業費に要する経費４９６万２，００

０円及び、３８７ページになります、二重丸、認知症地域支援事業費に要する経費５８６

万４，０００円につきましては、平成２７年度から、２目任意事業費から１目包括的支援

事業費に予算を組みかえるものであります。同じく二重丸、認知症ケア向上推進事業費に

要する経費８１万６，０００円は、主に認知症ケア研修会及び多職種事例検討会の運営を

ＮＰＯ法人に委託するための経費であります。

２目任意事業費で対前年比４７６万３，０００円の減は、主に認知症地域支援事業費に

要する経費を１目包括的支援事業費に組みかえたことによるものであります。また、任意

事業費に要する経費のうちアンダーラインを付しておりますパンフレット購入費６５万６，

０００円は、介護保険制度を含めた市の高齢者施策を広く市民に周知することを目的とし

て制度改正が行われる３年置きに購入するものであります。同じくアンダーラインを付し

ております介護手当は、一般会計予算からの組みかえによるものであります。同じく二重

丸、高齢者いきいき支え合い活動に要する経費３２１万４，０００円につきましても一般

会計予算からの組みかえによるものであります。そのうち新たな事業としまして、高齢者

の支え合い活動のＰＲを目的として高齢者見守りキャラクターである「みまもりんご」の

着ぐるみ及びのぼりの作成委託料１０３万７，０００円を計上しております。また、高齢

者台帳システム整備委託料１６９万５，０００円につきましては、システムのハードウエ

ア更新等に要する経費であります。

３８８ページをお開き願います。３項１目医療・介護連携強化事業費の二重丸、情報共

有ネットワーク事業に要する経費１５５万６，０００円につきましては、ネットワークシ

ステムの運用に伴うデータセンターの利用経費であり、市、市立病院、参加事業者で費用

負担を行うものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては３４５ページの総括でご説明申し上げま

す。１款保険料は３億２，１６５万６，０００円で、対前年比２，９７５万６，０００円

の増であり、保険料基準額及び保険料率の改定及び第１号被保険者数の増によるものであ

ります。

２款分担金及び負担金は１４２万１，０００円で、対前年比２５０万５，０００円の減

であり、在宅高齢者配食サービスの自己負担金収入の減によるものであります。

３款国庫支出金は４億２，２０５万７，０００円で、対前年比３１１万５，０００円の

増であり、包括的支援・任意事業交付金の増によるものであります。

４款支払基金交付金は４億６，３０４万８，０００円で、対前年比２，３２４万８，０

００円の減であり、第２号被保険者の負担割合が２９％から２８％に改定されたことによ

るものであります。

５款道支出金は２億６，５０７万円で、対前年比１８７万８，０００円の減であり、保
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険給付費の減によるものであります。

６款財産収入４４万４，０００円は、基金運用利息であります。

７款繰入金は２億６，６２１万８，０００円で、対前年比３３３万８，０００円の増で

あり、主に介護保険システムの更新に伴う事務費繰入金の増によるものであります。

８款繰越金、９款諸収入につきましては、前年度と同額であります。

なお、予算書の３９４ページ及び３９５ページには給与費明細書を添付しておりますの

で、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１１号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算について

ご説明申し上げます。

予算書の３９７ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ５億８，６３４万８，０００円と定めるものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。４１４ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比４４２万３，０００円の増は、主にア

ンダーラインを付しております後期高齢者医療システム機器更新委託料４２６万６，００

０円によるものであります。

４１６ページをお開き願います。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高

齢者医療広域連合納付金で対前年比２，５８３万円の増は、主に療養給付費分負担金の増

によるものであります。

４１８ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で対前

年比３５万１，０００円の増は、主に健康診査委託料の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては４０１ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款後期高齢者医療保険料は２億１，８７９万２，０００円で、対前年比７万

９，０００円の減であり、主に保険料軽減額の減によるものであります。

２款後期高齢者医療広域連合支出金は１，０００円で、対前年比２９万３，０００円の

減は、健康診査推進事業に伴う高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の廃止によるもの

であります。

３款繰入金は３億６，４２９万１，０００円で、対前年比３，０７２万２，０００円の

増であり、一般会計繰入金のうち主に療養給付費分繰入金の増によるものであります。

５款諸収入は３２６万３，０００円で、対前年比２５万５，０００円の増であり、健康

診査の増に伴う受託事業収入の増によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午後 １時５６分

再開 午後 ２時０６分
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〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

提案者の説明を求めます。

建設部長。

〇建設部長 古木信繁君 （登壇） 議案第９号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会

計予算についてご説明申し上げます。

予算書の２９３ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７億９，２６３万６，０００円と定めるものであります。

第２条は、地方債であり、２９６ページ、第２表、地方債に記載のとおり、限度額を１

億９，６４０万円と定めるものであります。

第３条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れ最高額を３億円と定めるものであ

ります。

予算の主な内容につきましては、３１６ページの歳出から前年度予算との比較でご説明

申し上げます。１款下水道費、１項１目一般管理費１，３８４万５，０００円の増は、一

つ丸、一般管理事務に要する経費で消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴う消費税納

付額１，３８０万円の増が主なものであります。

２目維持管理費３２２万５，０００円の減は、一つ丸、下水道管渠の維持管理に要する

経費で、職員の人事異動に伴い給料２１４万５，０００円の減及び劣化管渠の内面補修を

行う管渠補修業務委託料２８０万円の増、昨年度実施した公共下水道公共枡取りかえ修繕

工事費６３０万円の減が主なものであります。

３１８ページをお開き願います。３目水洗化促進費は、前年度と同額であります。

３２０ページをお開き願います。４目公共下水道整備事業費４０８万６，０００円の増

は、二重丸、公共下水道整備事業費で、職員の人事異動に伴い給料２１７万４，０００円

の増、職員手当１２１万５，０００円の増、共済費１１８万７，０００円の増及び工事請

負費８３０万円の減、委託料７８０万円の増が主なものであります。平成２７年度の事業

につきましては、説明欄に記載のとおり、交付金事業としてマンホールポンプ２カ所の改

築工事を予定しております。また、委託料では公共下水道施設長寿命化計画策定業務委託、

老朽管渠調査委託、マンホールポンプの改築工事に伴う建設資材単価調査委託、三砂地区

の水洗化対策として平成２８年度実施予定の汚水管渠新設工事に伴う地質調査、測量、実

施設計委託を予定しております。

３２２ページをお開き願います。５目流域下水道整備事業費１０９万６，０００円の増

は、一つ丸、流域下水道整備事業費で北海道が施工する流域下水道整備事業費の増に伴う

流域下水道整備工事負担金９５万６，０００円の増が主なものであります。

３２４ページをお開き願います。２款個別排水処理事業費、１項１目個別排水処理事業

費１０４万６，０００円の増は、二重丸、整備事業に要する経費で労務単価の上昇等に伴

い合併処理浄化槽設置工事費６３万３，０００円の増、一つ丸、維持管理に要する経費で
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浄化槽設置基数等の増加に伴い浄化槽維持管理委託料３８万２，０００円の増が主なもの

であります。

３２６ページをお開き願います。３款公債費、１項１目元金２，５３１万３，０００円

の減は、一つ丸、下水道地方債償還元金と、同じく一つ丸、個別排水処理地方債償還元金

で、過去に借り入れした起債の償還終了に伴う減であります。

２目利子１，１４７万２，０００円の減は、一つ丸、下水道地方債償還利子と、同じく

一つ丸、個別排水処理地方債償還利子で、過去に借り入れした起債の償還終了に伴う減で

あります。

３２８ページをお開き願います。４款諸支出金、１項１目過年度過誤納還付金２万１，

０００円の減は、交付金事業で行う改築工事により発生する撤去鋼材等の売却収益の減に

伴う国庫返納額の減であります。

次に、歳入につきましては２９７ページの総括でご説明申し上げます。１款分担金及び

負担金で１１３万円の減は、受益者負担金の納入完了に伴う減が主なものであります。

２款使用料及び手数料で１，１５８万６，０００円の減は、下水道使用料現年分の減が

主なものであり、汚水排水量が減少していることによるものであります。

３款国庫支出金で７０万円の増は、交付金事業の増によるものであります。

４款財産収入で８，０００円の増は、不用品売払収入の増であります。

５款繰入金は、下水道事業特別会計の収支調整のため一般会計からの繰り入れであり、

２，２００万３，０００円の増は下水道使用料現年分の減と消費税納付額の増により収支

不足調整額が増加していることが主な要因であります。

７款諸収入で４万７，０００円の増は、水洗便所改造資金貸付金元利収入の増が主なも

のであります。

８款市債で３，０００万円の減は、償還元金の減による資本費平準化債２，５６０万円

の減が主なものであります。

なお、３３０ページ以降は関連調書を添付しておりますので、お目通しをいただき、よ

ろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 （登壇） 議案第１２号 平成２７年度砂川市病院事業会

計予算につきましてご説明申し上げます。

１ページをごらんいただきたいと存じます。第２条は、業務の予定量であり、（１）、

病床数は４９８床、（２）、年間患者数は入院を１３万５，９３３人、外来を２６万４，

４９７人とし、（３）、１日平均患者数は入院を３７１人、外来を１，０８４人と予定し

たところであります。（４）、主要な建設改良事業は、医療機械器具整備事業であります。

第３条は、収益的収入及び支出であり、病院事業収益は１１４億９，８４８万２，００

０円、病院事業費用は１３３億１５８万２，０００円と定めるものであります。
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２ページをお開きいただきたいと存じます。第４条は、資本的収入及び支出であり、資

本的収入は６億７３３万３，０００円、資本的支出は１１億９，８５５万１，０００円と

定め、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５億９，１２１万８，０００円は過

年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填するものであります。

第５条は、企業債であり、医療機械器具整備事業の起債限度額を１億８，７４０万円と

定めるものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法はそれぞれ記載のとおりで

あります。

第６条は、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、消費税及び地方消費税に不足が

生じた場合における、医業費用及び医業外費用の間の流用と定めるものであります。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり、（１）、職員

給与費６６億６，５０５万５，０００円、（２）、交際費２５０万円と定めるものであり

ます。

第９条は、棚卸資産の購入限度額を１４億９，３１７万９，０００円と定めるものであ

ります。

第１０条は、重要な資産の取得及び処分で、器械備品として眼科画像ファイリング・カ

ルテ記載システム及び放射線画像情報管理システムを取得するものであります。

４ページをお開きいただきたいと存じます。収益的収入でありますが、１項医業収益は

前年度より５億３，９０２万円減の１０２億８，１７４万１，０００円を予定したところ

であります。主な内容といたしましては、１目入院収益は前年度より５億８９４万９，０

００円減の７２億５，４１０万７，０００円で、１人当たりの診療単価では前年度より１，

９６５円減の５万３，３６５円、２目外来収益は前年度より３，３８３万２，０００円減

の２７億９，７３３万円で、１人当たりの診療単価では前年度より３１６円減の１万５７

６円、３目その他医業収益は前年度より３７６万１，０００円増の２億３，０３０万４，

０００円を予定したところであります。

２項医業外収益は、前年度より４，０７３万４，０００円減の１１億３，４０９万２，

０００円を予定したところであります。主な内容といたしましては、１目受取利息配当金

は前年度より３３万７，０００円減の３４万円、２目補助金は前年度より６４１万８，０

００円減の５，１９１万５，０００円、６ページをお開きいただきたいと存じます。３目

負担金交付金は国の交付税算定に基づいた市からの繰入金であり、前年度より２，９４９

万３，０００円減の８億９，００３万７，０００円、４目患者外給食収益は研修医等医師

に対して給食を提供する際の個人負担分であり、前年度より１０１万２，０００円減の４

８万６，０００円、５目長期前受け金戻入は前年度より２４８万３，０００円増の７，５

００万円、６目その他医業外収益は前年度より５９５万７，０００円減の１億１，６３１

万４，０００円を予定したところであります。
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３項看護専門学校収益は、前年度より１，７８７万７，０００円減の６，７５６万２，

０００円を予定したところであります。

４項院内保育事業収益は、前年度より２４１万円増の１，４７８万６，０００円を予定

したところであります。

８ページをお開きいただきたいと存じます。５項特別利益は、前年度より１，０００円

増の３０万１，０００円を予定したところであります。

１０ページをお開きいただきたいと存じます。収益的支出でありますが、１項医業費用

は前年度より１億４，８４１万１，０００円減の１２９億８，２３９万２，０００円を予

定したところであります。主な内容といたしましては、１目給与費は看護師、医療技術員

等の職員数増に伴い前年度より１億３，９９１万７，０００円増の６５億７，４２３万１，

０００円を予定したところであります。

１２ページをお開きいただきたいと存じます。２目材料費は、１節薬品費で後発薬品へ

の切りかえや抗がん剤の減などに伴い前年度より２億９，６０９万９，０００円減の２９

億７，２６８万２，０００円、３目経費は電気料金の値上げや委託料において医療機器の

保守点検業務の増などに伴い前年度より１，６５２万７，０００円増の１８億３，１３５

万１，０００円を予定したところであります。

１６ページをお開きいただきたいと存じます。４目減価償却費は、前年度より６７０万

７，０００円減の１５億１１７万７，０００円、６目研究研修費は、前年度より１１万７，

０００円減の１億２９５万円を予定したところであります。

１８ページをお開きいただきたいと存じます。２項医業外費用は、前年度より４９８万

４，０００円減の１億５，４４８万４，０００円を予定したところであります。主な内容

といたしましては、１目支払利息及び企業債取扱諸費は企業債利息の減に伴い前年度より

４０９万７，０００円減の１億４，０９２万５，０００円、２目患者外給食材料費は研修

医等医師に対し提供する給食の材料費であり、前年度より９４万４，０００円減の４７万

５，０００円を予定したところであります。

３項看護専門学校費用は、学校の授業環境の改善を目的とした修繕を予定し、前年度よ

り２，６４３万２，０００円増の１億３，６１７万４，０００円を予定したところであり

ます。

２２ページをお開きいただきたいと存じます。４項院内保育事業費用は、前年度より２

１５万円増の２，４０３万２，０００円を予定したところであります。

５項特別損失においては、前年度の会計制度見直しに伴う会計処理を終えたため、前年

度より２０億８，７８４万円減の４５０万円を予定したところであります。

２６ページをお開きいただきたいと存じます。資本的収入でありますが、１項企業債は

医療機器購入に係る借り入れ予定額で、前年度より３，０７０万円減の１億８，７４０万

円を予定したところであります。
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３項出資金は、１目一般会計出資金において国の交付税算定に基づいた市からの出資金

で、繰り入れ基準である企業債元金償還金の増に伴い、前年度より８，８２５万７，００

０円増の４億１，１７１万４，０００円を予定したところであります。

２８ページをお開きいただきたいと存じます。資本的支出でありますが、１項建設改良

費は、１目資産購入費において眼科画像ファイリング・カルテ記載システムなどの医療機

械器具の整備を図るものであり、前年度より４，５４７万５，０００円減の１億９，８３

８万円を予定したところであります。

２項企業債償還金は、１目元金償還金において病院改築における企業債償還のピークを

迎えることから、前年度より１億３，１５１万１，０００円増の９億８，８８５万５，０

００円を予定したところであります。

３項投資は、１目長期貸付金において看護学生へ学資貸し付けを行うもので、前年度よ

り５５万２，０００円減の１，１３１万６，０００円を予定したところであります。

３０ページ以降は、財務諸表など予算に関連する資料であります。

以上、ご高覧いただき、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 以上で各議案の提案説明を終わります。

◎休会の件について

〇議長 東 英男君 お諮りします。

３月１２日は、議案調査等のため本会議を休会にしたいと思います。このことにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、３月１２日は休会することに決定しました。

◎散会宣告

〇議長 東 英男君 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

散会 午後 ２時２４分


